
 

 

   清水町ホームページ広告取扱要領   

 （目的） 

第１条 この要領は、清水町広告掲載要綱(平成19年告示第47号。以下「要綱」とい

う。)に基づき、町がインターネット上に公開している清水町ホームページ（以下

「町ホームページ」という。）への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （広告の種類） 

第２条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告（ホームページ上に表示され

る帯状の広告をいう。以下「広告」という。）とする。 

 （広告の掲載ページ及び位置） 

第３条 広告を掲載するページは、町ホームページのトップページとし、町が指定す

る位置とする。 

 （広告の規格） 

第４条 掲載する広告の規格は、１枠につき縦60ピクセル×横120ピクセル、データ

容量４キロバイト以内、GIF（透過 GIF不可）・JPEG・PNG形式とする。 

 （広告の掲載料金） 

第５条 広告の掲載料金（以下「掲載料金」という。）は、１枠当たり月額10,000円

とする。 

 （広告の掲載期間） 

第６条 広告掲載期間は、４月を基準とした12か月間とする。 

２ 第７条第２項の規定により募集した広告の掲載期間については、要綱第８条第１

項の規定により広告掲載が決定した月の翌月の１日から、当該年度の最終日まで

とする。 

 （広告の募集方法） 

第７条 町ホームページへの広告掲載希望者の募集は広報しみず、町ホームページ等

により公募する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、公募によらな

いことができる。 

２ 第１項の規定による募集は、毎年度の当初掲載に係るもののほか、広告枠に空き

が生じることが明らかになったとき行うことができる。 

（掲載事業者の選定方法） 



 

 

第８条 掲載申し込みのあった広告が町ホームページ上の広告枠数を超える場合は、

要綱第４条の規定により掲載する広告を決定し、同位である場合は抽選会により

掲載する広告を決定する。 

２ 前項に規定する抽選会については、次の各号により行う。 

 ⑴ 抽選会を行う場合は、要綱第４条の規定による同位の申込者全員により行う。 

 ⑵ 申込者が抽選会に出られない場合は、代理を立てることができる。 

 ⑶ 前号に規定する代理を立てることができない場合は、町に権限を一任すること

ができる。 

 ⑷ 抽選方法については、要綱第４条の規定による同位の申込者ごと、くじにより

行う。 

（広告主の責任） 

第９条 広告主は、広告の内容、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとす

る。 

２ 第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主の

責任及び負担において解決する。 

（広告掲載の取り下げ） 

第10条 広告主は広告掲載を取り下げるときは、書面により町長に申し出なければな

らない。 

２ 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還し

ない。 

（掲載期間中の広告内容等の変更） 

第11条 要綱第８条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者が掲載期間中に広告

のデザイン等を変更する場合は、町ホームページ広告変更申込書（様式第１号）

に変更掲載しようとする広告の原稿を添えて、申し込むものとする。 

２ 前項の規定による申し込みがあった場合においては、要綱第９条に定める委員会

に意見を求め、当該広告の変更の可否を決定するものとする。ただし、変更内容

が軽微な場合にあっては、この限りでない。 

（掲載料金の還付） 

第12条 要綱第14条ただし書による既納の掲載料金の還付を行う場合、既納の掲載料

金の額のうち町長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの



 

 

期間（その期間に１か月未満の端数があるときは、これを１か月とする。）に係

る掲載料金に相当する額を還付する。 

（委任） 

第13条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成24年12月10日から施行し、平成25年度からの広告募集から適用

する。 

 （清水町ホームページ広告掲載に関する優先順位に関する基準の廃止） 

２ 清水町ホームページ広告掲載に関する優先順位に関する基準は、廃止する。 

 

 



 

 

様式第１号（第11条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

町ホームページ広告変更申込書 

 

 令和  年  月  日 

 

清水町長 関 義弘 様 

 

住  所 

申込者 名  称 

代 表 者          ㊞ 

電  話 

Ｆ Ａ Ｘ 

 

清水町広告取扱要領第11条第１項の規定に基づき、下記のとおり申し込みます。 

 

記 

１ 変更内容 

  町公式ホームページバナー広告 （ 広告バナー・リンク先 ） の変更 

  （リンク先：http://                                     ） 

 

２ 広告の内容 

 

３ 掲載期間  

  令和  年  月 ～ 令和  年  月（  か月） 

 

４ 担当者 

 

５ 担当者電子メールアドレス 

 

６ 変更開始希望日 

  令和  年  月  日 


